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門職が短期集中的に関わることで、一時的に低下した生活機能を回復し、
もとの生活や参加していた活動等、その人らしい望む暮らしを実現するこ
とを目的としたサービスです。
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令和８年度　当初予算
坂井地区広域連合の令和 8年度当初予算の概要をお知らせします。
※１　金額は原則千円未満を四捨五入しています。　※２　比率は小数点第２位以下を四捨五入しています。

財産収入
270万3千円（0.4％）

その他諸収入等
92万3千円（0.1％）

総務費
7,633万5千円
（10.6％）
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ACP（人生会議）とは、自らの意思で

自分のことを決めることができなくな

ったときに備えて、人生の最期まで自

分らしく生きるために大切にしたいこ

とや希望することなどを考えたり、家

族などの大切な人と話し合いを重ねた

りすることです。詳細は、お住いの地

区にある地域包括支援センターやご担

当のケアマネジャーにご相談ください。

ACP（人生会議）とは

繰入金 1億8,003万6千円（1.5％） 諸収入
460万2千円（0.0％）

総務費
3億2,765万3千円
（2.7％）

地域支援事業費
3億3,607万8千円
（2.8％）

歳入総額
7億

1,699万4千円

歳出総額
7億

1,699万4千円

予算総額　126億8,713万7千円

一般会計 総額　7億1,699万4千円

介護保険特別会計 総額　119億6,775万2千円

代官山墓地特別会計 総額　239万1千円

分担金及び負担金
3億4,239万1千円
（47.8％）

国庫支出金
1億5,756万6千円
（22.0％）

繰入金
1億1,519万5千円
（16.0％）

県支出金
7,878万1千円
（11.0％）

使用料及び手数料
1,943万5千円（2.7％）

民生費
4億2,419万3千円（59.2％）

衛生費
2億1,361万9千円
（29.8％）

その他　230万2千円（0.3％） 議会費　54万5千円（0.1％）
基金積立金　1,802千円
予備費　　　　500千円

保険料
27億8,305万円
（23.2％）

分担金及び負担金 
17億545万円
（14.3％）

国庫支出金 
24億7.739万1千円
（20.7％）

国庫支出金 
24億7,739万1千円
（20.7％）

支払基金交付金 
31億2,205万1千円
（26.1％）

県支出金 
16億9,517万2千円
（14.2％）

歳入総額
119億

6,775万2千円

歳出総額
119億

6,775万2千円

保険給付費
111億9,038万3千円
（93.5％）

その他　1億1,363万8千円（1.0％）
基金積立金　　　　　  2千円
諸支出金　1億1,213万6千円
予備費　　　　　　 150万円

歳入総額
239万1千円

歳出総額
239万1千円

使用料及び手数料
209万8千円（87.7％）

墓地事業費
239万円（100.0％）

その他　29万3千円（12.3％）
財産収入　　 1千円
繰入金　28万9千円
繰越金　　　 1千円
諸収入　　　 2千円

諸支出金　1千円（0.0％）

492 559 592 624 685 792 807 854 846
461 464 435 442 418 424 462 514 534

1,544 1,564 1,652 1,720 1,691 1,704 1,716 1,735 1,744

833 864 831 843 796 759 787 797 798724 728 677 662 683 670 720 714 716
964 1,007 1,038 1,013 971 942 910 946 972
609

578 589 581 592 598 582 536 536
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認定者数（要支援1） 認定者数（要支援2） 認定者数（要介護1）

認定者数（要介護2） 認定者数（要介護3） 認定者数（要介護4）

認定者数（要介護5）

17.3%

平成30年
3月末

5,627人認定者合計

令和元年
3月末

5,764人

令和2年
3月末

5,814人

令和3年
3月末

5,885人

令和4年
3月末

5,836人

令和5年
3月末

5,889人

令和6年
3月末

5,984人

令和7年
3月末時点

6,096人

令和7年
8月末時点

6,146人

要介護認定者数、認定率の推移
　要介護認定者数は、高齢者数の増加とともに徐々に増加しています。
　介護度別にみると、坂井地区では要介護１が一番多くなっています。特に、要支援 1・2の比較的軽度の認
定者が増加しています。
　また、令和 7年 3月末時点の認定率（高齢者のうち、要介護、要支援の認定を受けた割合）は 17.3％とな
っており、コロナ禍以降徐々に増加傾向にあります。

地域共生社会の実現に向けて ～介護保険分野における未来戦略を学ぶ研修会を開催しました～

　令和8年3月12日に、「介護保険分野における地域共生社会の
深化と未来戦略～持続可能な地域包括ケアシステム構築に向け
て～」と題した研修会を開催しました。
　長年、坂井地区広域連合の介護保険事業に携わる東海大学の
後藤純准教授を講師とし、地域包括ケアの基本と国の動向や他
地域の成功事例、多職種連携のあり方について学びを深めまし
た。参加者からは「明日からの実践に活かせるヒントが得られ
た」「地域の課題を共有できたことが大きな収穫だった」との
声が寄せられました。

　坂井地区で暮らす一人ひとりが人生の最期まで自分らしく生活がで
きるよう、その人らしい意思決定への支援方法やACP（人生会議）を
支援する際の留意点などに関する研修を坂井地区内のケアマネジャー
を対象として令和８年3月5日に実施しました。
　講師はふるさと往診ク
リニック遠藤院長、坂井
地区医師会の在宅医療コ
ーディネーター大代氏に
務めていただきました。
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坂井地区広域連合議会議員視察研修11月11日・12日

　愛知県の豊明市と大府市を視察し、豊明市では地
域全体で支え合う仕組みについて学び、大府市では
認知症予防に向けた取り組みを深く理解することが
できました。
　豊明市では、行政に加えて住民や企業が連携し、
持続可能な地域支援体制を築いていました。さらに、
子どもから高齢者まで多世代が交流できるよう工夫
された施策も進められており、地域のつながりを大
切にする姿勢が印象的でした。一方、大府市では専
門機関との協働により、認知症予防に特化した取り
組みが充実しており、地域ぐるみで健康づくりに取
り組む姿勢が強く感じられました。
　今回の視察を通じて、「住民の暮らしに寄り添っ
た連携」「地域の特性を生かす工夫」「世代を超え
た交流を促すこと」の大切さを改めて実感しました。
これらの学びを、今後の坂井地区での業務にしっか
りと生かしていきたいと考えています。

メタノール L/日 3.97 0.149 -96%

次亜塩素酸
ソーダ

L/日 48.8 51.4 +5%

苛性ソーダ L/日 68.3 14.1 -79%

高分子凝集剤 kg/日 3.36 1.84 -45%

無機凝集剤 L/日 59.0 14.9 -75%

電力使用量 kWh/日 2,748 2,330 -15%

搬入量 kL/日 25.7 26.2 +2%

薬
品
使
用
量

項目 単位

導入前
R4年度

R4年度
との比較

担体プロセス
R6.5～R7.3

実績（平均値）

さかいクリーンセンターの処理工程が変わりました！
令和６年度から試験導入していた新しい処理工程「担体プロセス」を正式導入しました。
この変更により、使用する機器数や処理槽が減り、用役費やメンテナンス費用が削減されます。

担体プロセスとは

微生物が付着しやすいスポンジ状の樹脂製立方体（担体）を
主処理設備に投入し、体積当たりの処理能力を向上させる
プロセスです。

11基の機器、3槽の
削減ができました。

豊明市議場内

大府市研修室

豊明市議場内

大府市研修室
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　ケアマネジャーの処遇改善について、今後広域連合
として、どの様に取り組んで行くのか。

　国では、人材流出を防ぐ緊急的な措置として今年度
に介護分野の職員の賃上げ、職場環境改善支援事業を
実施することを決定した。
　ケアマネジャーもこの処遇改善の対象となっている。
このように、国の制度として、ケアマネジャーの処遇
改善が位置づけられたことは、専門職の確保、定着に
向けた大きな一歩であると認識している。
　広域連合としても、介護事業所職員を対象とした集
団指導を開催する予定で、国の制度の改正内容をしっ
かりと周知するほか、ケアマネジャーに対しても引き
続きケアマネジメントに関する研修会を開催し、資質
向上に向けた支援なども行っていきたいと考えている。
　ケアマネジャーのカスハラなどの現状把握と解決に

向けた取り組みについて伺う。

　介護現場では特に利用者や家族からのカスタマーハ
ラスメント対策が求められていることから、介護保険
事業所ネットワークさかいでは、１１月に県社会福祉
協議会より講師を招いてカスタマーハラスメントの初
期対応について、研修会を開催している。
　また、介護事業所以外の相談窓口として、広域連合
やあわら市、坂井市では、利用者や家族からの苦情や
相談も受けているが、併せて介護職員からの相談も受
け付けている。今後も介護現場で働く方々が安心して
職務に専念できるよう、引き続き適切な助言を行って
いきたいと考えている。

　居宅サービス利用者負担の軽減は、介護が必要な方
が経済的理由でサービス利用を控えることのないよう、

低所得者の方の負担を軽くする重要な制度である。

　制度の取りこぼしを防ぐために、例えば、本人非課

税で扶養実態がなく、収入、預貯金、資産、滞納なし

などの条件を満たす場合に限った例外的な枠組みによ

り、本人非課税を救済する仕組みを求める。

　住民基本台帳上で同一世帯となっていても、実態は
その家族が別居している場合や、家計を完全に分離し
ている場合、扶養家族が家庭の事情などの特別な理由
により支援を行うことができない場合もある。
　このような場合は、本人や家族などに生活状況など
を確認しながら実態を把握し、この制度の適否の判断
を柔軟に行っている。
　例外的な枠組みの規定は設けないが、安心して介護
サービスを利用でき、サービス利用控えや取りこぼし
につながらないように努める。

問

答

問

答

問

答

鍋嶋　邦広 議員

ケアマネの処遇改善及び
労働環境の実態把握と改善を

畑野　麻美子 議員

居宅サービス利用者負担の軽減に、
本人非課税を救済する仕組みを

第83回 広域連合議会定例会

○令和７年度坂井地区広域連合一般会計補正予算（第２号）
○令和７年度坂井地区広域連合介護保険特別会計補正予算（第２号）
○令和８年度坂井地区広域連合一般会計予算
○令和８年度坂井地区広域連合介護保険特別会計予算
○令和８年度坂井地区広域連合代官山墓地特別会計予算
○坂井地区広域連合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の一部を改正する条例について
〇さかいクリーンセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について
〇坂井地区広域連合介護保険条例の一部を改正する条例について
〇坂井地区広域連合広域計画の変更について

【
上 

程 

議 

案 

等
】

第83回広域連合議会定例会が2月17日（火）に開催されました。
今回は、9議案等が上程され、いずれも原案のとおり認定および可決されました。
また、2名の議員が一般質問を行いました。

居宅サービス利用者負担の
軽減制度の詳細については
「わたしたちの介護保険
（令和７年度版）」の
21ページをご参照ください。
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最
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縁
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と
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地
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清
掃
や
管
理
が
行
わ
れ
ず
、
他
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墓
地
の
使
用
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所
な
ど
に
変
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が
あ
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使
用
許
可
証
を
紛
失
し
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と
き
は
、
届
け
出
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
詳
し
く
は
、
左
記
へ
お
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い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

代
官
山
墓
地
の
使
用
者
の

調
査
を
実
施
し
ま
す

　春の陽気が感じられる季節になってきました。４月は入学や就職、異動など、新しい生活が始まる節目
の時期です。生活環境が大きく変わった方も多いと思いますが、皆さんは新しい毎日には慣れてきたでし
ょうか。私自身は、この機会に生活を見つめ直し、食事や運動に取り組むことで、より健康的な暮らしを
心がけていこうと思っています。皆さんにとっても、心地よいスタートとなりますように。（T.K）

区画区分 使用料 維持費 残区画数
3.0㎡

(1.5ｍ×2ｍ) 144,000円 28,000円 6区画

4.0㎡
(2ｍ×2ｍ) 172,000円 31,000円 26区画

6.0㎡
(2ｍ×3ｍ) 228,000円 37,000円 45区画

代
官
山
墓
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と
は
？
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く
維
持
管
理
す
る
た
め
に
、

浄
化
槽
法
で
は
、
浄
化
槽
管
理
者
の
義
務
と
し
て
、
「
保

守
点
検
」
・
「
清
掃
」
・
「
法
定
検
査
」
の
３
つ
の
義
務
が

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
（
ご
家
庭
の
場
合
は
、
通
常
世
帯
主

が
「
浄
化
槽
管
理
者
」
に
な
り
ま
す
）
。

芦原街道

芝政ワールド

芦原中学校広域農道（フルーツライン）

三国競艇場

あわら湯のまち駅

至
加
賀

至
三
国

305

305

代官山墓地

令和８年３月１日現在

お
問
い
合
わ
せ
先

坂
井
地
区
広
域
連
合　

総
務
課　
　

☎
０
７
７
６
ー
９
１
ー
３
３
０
８

墓
地
の
豆
知
識

法
律
で
は
次
の
手
順
で
墓
地
の

調
査
を
定
め
て
い
ま
す
。

・
官
報
に
よ
る
掲
載

・
立
札
の
設
置
（
１
年
間
）

代
官
山
墓
地
の
使
用
者
を
募
集
し
ま
す
！

浄
化
槽
設
置（
管
理
）者
の
み
な
さ
ま
へ

お
問
い
合
わ
せ
先

坂
井
地
区
広
域
連
合　

総
務
課　
　

☎
０
７
７
６
ー
９
１
ー
３
３
０
８

浄化槽の機能を維持する
ために、浄化槽の機器類
の点検・調整や消毒薬の
補充などを行います。

年３～４回
※浄化槽の種類や大きさ
　により回数が異なりま
　す。保守点検業者にご
　確認ください。

知事等の登録を受けた保守
点検業者に委託してくださ
い。

浄化槽内に溜まった汚泥
の引き抜き、機器類の洗
浄等を行います。

年１回以上
※浄化槽の種類等により
　回数が異なります。
　清掃業者にご確認くだ
　さい。

市町長の許可を受けた清掃
業者に委託してください。

保守点検および清掃が適
正に実施され、浄化槽が
正常に機能しているかを
外観検査・水質検査・書
類検査により総合的に判
断します。

設置後すぐの検査
　　　　　（７条検査）
使用開始後３～８ヵ月以
内定期検査(11条検査)
年１回

県知事が指定した下記の指
定検査機関に依頼してくだ
さい。
（一財）北陸公衆衛生研究所
TEL:0776-22-0491

保守点検

清　掃

法定検査

(浄化槽法
　第10条）

(浄化槽法
　第10条）

(浄化槽法
　第7条、
　第11条)

項　目 内　容 必要回数 依頼先

お問い合わせ先　福井県坂井健康福祉センター　環境衛生課　☎0776-73-0601


